
令和 ３ 年 ４ 月 １日 

 

み な さ ん へ 

 

オカモト健康保険組合 

 

 

禁煙外来治療補助のお知らせ 

 

 

  「禁煙が続かない・・・」自分で禁煙を決意してもなかなか成功しないのは、自分の 

意思の問題だけでなく、ニコチン依存が原因とされています。 

昨今、喫煙によるがん、循環器疾患や呼吸器系疾患等の発症リスクの予防のため、我慢 

するだけのつらい禁煙ではなく、医師の指導による禁煙外来治療が広まってきています。 

そこで今年度から当健保組合では、禁煙外来治療を希望する被保険者を対象に、治療費 

の一部を補助する制度を実施致します。 

  下記内容を熟読の上、申請をお願いします。 

 

記 

 

１． 対象者  ： 禁煙外来治療を希望する被保険者 

       但し、受診後に医師からニコチン依存症と診断された方に限る 

 

２． 支給要件 ： 治療により禁煙に成功したと診断された場合（下記条件にて） 

1） 治療期間（12週間）において全5回の受診により、治療が完 

治した場合 

2） 全5回未満の受診において、医師等により治療が完治したと 

判断された場合 

 

３． 補助金額 ： 自己負担金額（上限１０，０００円） 

 

４． 申請方法 ： ①禁煙外来治療受診前に、「禁煙外来治療利用申込書兼禁煙宣言書」 

          を提出する。（当健保組合に郵送もしくはFAXにて） 

②禁煙外来治療終了の3ヵ月後に事業所担当、職場の上司等の証明 

          を得て、「禁煙外来治療補助金申請申込書」を提出する。 

 

５． 申請回数 ： 在職中に1回のみ 

           

 

   

以 上 


